
病院で作る場合 
健康保険 
生活保護 
交通事故 
労災 

身体障害者手帳(書類判定)

更生相談所で作る場合 
身体障害者手帳(来所判定)
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病院(または更生相談所) 
での診察

適合検査 

処方Dr.の診察 
装具(インソール・靴)を処方した医師が完成し

た装具のチェックを行います 

適合に問題がなければ装具をお渡し・装具の
適合に関する証明書が発行されます 

足の悩み、ご自身の利用できる制度がわか
らない場合もご気軽にご相談ください 

装具(インソール・靴)の製作にかかる費用、
修理に関するご相談もお待ちしております

足と装具の形やサイズが
合っているかや歩き方など
をチェックします 

必要に応じて適宜 
足に合うまで行います

申請した自治体からの通知 
申請内容の可否と負担額が通知されます

相談 
大田製靴店 
もしくは病院

病院(または更生相談所) 
での診察

採型 
診察の際に足の型取り

を行います

採型 
身体障害者手帳での
製作の場合 

自治体からの通知後
に型取りを行います

書類作成 
申請に必要な各種書類
の作成を行います 
書類作成には数日かか
ることがあります
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作った後のメンテナンスや
調整も行います 

制度に関するご相談も 
お気軽にどうぞ

処方Dr.の診察 
現在の足の状態を医師が診断した上で、 

装具(インソール・靴)にどんな機能が必要か、
どんな形にするかの相談を行います 

デザインや目的に関するご要望があればお伝え
ください 保険での製作の場合は全額を一時立替払い、

後日各種保険からの払い戻しがあります 

身体障害者手帳での製作の場合、自治体から通
知された自己負担額のお支払いとなります
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